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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第20期 

第３四半期連結
累計期間 

第21期
第３四半期連結

累計期間 

第20期
第３四半期連結

会計期間 

第21期 
第３四半期連結 

会計期間 
第20期

会計期間 

自平成21年
３月１日 

至平成21年 
11月30日 

自平成22年
３月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成21年
９月１日 

至平成21年 
11月30日 

自平成22年 
９月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成21年
３月１日 

至平成22年 
２月28日 

売上高（千円）  28,343,280  27,144,039  9,295,735  9,047,922  41,760,544

経常利益（千円）  731,113  390,748  115,790  77,413  1,124,994

四半期（当期）純利益（千円）  330,661  185,087  76,705  26,783  741,344

純資産額（千円） － －  4,920,804  5,336,569  5,318,894

総資産額（千円） － －  11,958,771  12,618,545  11,335,269

１株当たり純資産額（円） － －  9,245.41  10,084.34      10,048.21

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 650.89  357.48  147.36  51.73  1,450.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  40.3  41.4  46.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
   54,026    394,416 － －  1,461,887

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
   △234,836    △299,880 － －  △325,267

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
   △319,926    △183,317 － －  △1,428,363

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  807,287  927,498  1,016,280

従業員数（人） － －    467    484  478
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当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重 

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第３四半期連結会計期間の平均人員（１人１日８時間換算）を

[ ]外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第３四半期会計期間の平均人員（１人１日８時間換算）を

［ ］外数で記載しております。 

     

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年11月30日現在

従業員数（人） 484 [ ] 624

  平成22年11月30日現在

従業員数（人） 457 [ ] 623
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(1）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【販売及び仕入の状況】

区分  

当第３四半期連結会計期間
（自平成22年９月１日 

  至平成22年11月30日） 前年同期比（％）

金額（千円） 構成比（％）

  リサイクル品           

  本  1,097,551  12.1  98.3

  ゲーム  1,837,617  20.3  97.2

  ＣＤ  153,131  1.7  105.0

  ビデオ・ＤＶＤ  176,365  2.0  103.6

  その他  4,251  0.0  98.3

  小計  3,268,917  36.1  98.0

  新品             

  本  160,305  1.8  97.2

  ゲーム  4,254,156  47.0  95.7

  ＣＤ  221,113  2.4  97.6

  ビデオ・ＤＶＤ  176,989  2.0  94.7

  その他  10,582  0.1  78.3

  小計  4,823,147  53.3  95.7

  レンタル  27,030  0.3  86.8

  業務提携  5,328  0.1  64.0

  その他  147,174  1.6  94.3

  古本市場事業  8,271,599  91.4  96.5

  アイ・カフェ事業  641,337  7.1  101.9

  ＥＣ事業  134,985  1.5  136.7

  合計  9,047,922  100.0  97.3
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(2）仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

区分  

当第３四半期連結会計期間
（自平成22年９月１日 

  至平成22年11月30日） 前年同期比（％）

金額（千円） 構成比（％）

  リサイクル品             

  本  375,881  4.9  89.1

  ゲーム  1,290,336  16.8  95.9

  ＣＤ  67,600  0.9  92.9

  ビデオ・ＤＶＤ  84,313  1.1  100.1

  その他  2,866  0.0  85.8

  小計  1,820,999  23.7  94.3

  新品          

  本  132,120  1.7  93.2

  ゲーム  5,013,566  65.1  110.8

  ＣＤ  190,130  2.5  102.5

  ビデオ・ＤＶＤ  171,414  2.2  103.7

  その他  9,206  0.1  105.3

  小計  5,516,438  71.6  109.7

  レンタル  17,979  0.2  85.4

  その他  114,180  1.5  92.9

  古本市場事業  7,469,596  97.0  105.2

  アイ・カフェ事業  178,170  2.3  104.5

  ＥＣ事業  54,651  0.7  60.3

  合計  7,702,418  100.0  104.6

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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（1）経営成績の分析 

  当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧州の財政危機を発端にした世界的な金融不安や、欧米経済 

 の減速懸念に起因する円高の影響、デフレの継続等、先行きの不透明感は未だ払拭されない状況が続いておりま  

 す。当社グループの属する小売サービス業におきましても、雇用不安や所得の伸び悩みなどから消費マインドはさ 

 らに冷え込み、業種業態を超えた競争の激化も相まって厳しい経営環境が続いております。 

   こうした経営環境の下、当第３四半期連結会計期間の売上高は９０億４千７百万円（前年同期比2.7％減）、営業

利益は８千３百万円（前年同期比34.7％減）、経常利益は７千７百万円（前年同期比33.1％減）、四半期純利益は、

２千６百万円（前年同期比65.1％減）となりました。 

  

   (古本市場事業の概況) 

   古本市場事業におきましては、一部の店舗において大規模な店舗改装を行うなど店舗競争力の強化に努めてまいり

 ました。また、新規出店といたしまして、古本市場梅島駅前店（東京都）、古本市場柏豊四季店（千葉県）の出店 

 を行いました。 

  しかしながら、リサイクル品の売上が前年同期に及ばなかったことに加え、新品ゲームの販売が好調であった前年

 同期の反動等により、当第３四半期連結会計期間における古本市場事業の売上高は８２億７千１百万円（前年同期比

 3.5％減）、営業利益は３億１千４百万円（前年同期比18.1％減）となりました。  

    (アイ・カフェ事業の概況)  

    アイ・カフェ事業におきましては、季節限定メニューの有料フードの提供を行ったほか、一部店舗におきまして 

   「ＤＳゲームカフェ」（http://ds.game-cafe.jp）のサービスを開始し顧客サービスの強化に努めました。また、 連

  結子会社であるインターピア株式会社におきましては、店舗運営ソリューション関連事業の既存店ＰＣ入替等により 

   好調に推移いたしました。こうした取組みにより、当第３四半期連結会計期間におけるアイ・カフェ事業の売上高は 

   ６億４千１百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は１百万円（前年同期は営業損失５百万円）と黒字で推移いたし

   ました。  

   (ＥＣ事業の概況)  

    ＥＣ事業におきましては、新品ゲームの予約でポイント２倍還元や期間限定の特価販売など各種販促活動の実施に 

    よる売上拡大を図ったほか、マーケットプレイスにおける販売強化に努めてまいりました。こうした取組みにより、

  当第３四半期連結会計期間におけるＥＣ事業の売上高は１億４千８百万円（前年同期比32.8％増）、営業利益は１千

  １百万円（前年同期は営業損失１千５百万円）と黒字で推移いたしました。 

   

（2）財政状態の分析 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に商品の増加等により、前連結会計年度末と比べて１２億８千３百万

円増加し、１２６億１千８百万円となりました。 

  負債は、主に賞与引当金や短期借入金の減少があった一方で、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末と比べ

て１２億６千５百万円増加し、７２億８千１百万円となりました。 

  純資産は、配当金の支払があった一方で、四半期累計期間の純利益の計上により、前連結会計年度末と比べて１千

７百万円増加し、５３億３千６百万円となりました。 

  上記の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は４１．４％となり、前連結会計年度末と比較して４．

６％減少いたしました。 

    

  （3）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期間末と比較して９千

５百万円増加し、９億２千７百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、８千３百万円の収入（前年同期は８億５千２百万円の支出）となり

ました。主な収入要因は、仕入債務の増加１６億２千９百万円、減価償却費１億５千５百万円、税金等調整前四半

期純利益７千２百万円等であり、主な支出要因は、たな卸資産の増加額１４億５百万円、売上債権の増加額１億５

千９百万円、法人税等の支払額１億５千５百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、９千６百万円の支出（前年同期は１千７百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、差入保証金の返還による収入２百万円があった一方で、無形固定資産の取得による支出４千６百

万円、有形固定資産の取得による支出３千８百万円等によるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、１億９百万円の収入（前年同期は４億４千１百万円の収入）となり

ました。主な要因は、長期借入金の返済による支出２億６千１百万円、配当金の支払による支出７千４百万円等が

あった一方で、短期借入金の純増加額５億円によるものであります。  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容（会 

 社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

Ⅰ 基本方針の内容 

 １．経営基本方針  

 当社グループは、すべてのステークホルダーの「満足を創る」を経営理念に掲げ、「テイツーの七感」を 

行動指針とし、企業価値の持続的向上と企業の社会的責任を果たしていきたいと考えております。  

テイツーの七感 

① 変化を観る「目」をもつ 

② お客様の声を聴く「耳」をもつ 

③ 親しみと感謝の気持ちを表す「口」をもつ 

④ 自らを律し、常に向上しようとする「心」をもつ 

⑤ 常に新しい価値と独創性を創り出す「頭」をもつ 

⑥ お客様が次に何を望むのか、時代がどう変わるのかを感じる「勘」をもつ 

⑦ お客様に親身にそしてけなげに接するひたむきな「姿勢」をもつ 

 当社グループは、㈱テイツーとその傘下にある子会社で構成される小売サービスグループであります。当社

グループは共通の経営理念と統一された戦略のもとに一体的な業務運営を行い、お客様の目線に立った「顧客

価値の創造」によって、付加価値の高い小売サービスを提供し、その対価として得られる持続的な収益をもっ

て、企業価値の持続的向上に努めております。  

２．事業内容  

 当社グループのビジネス・ポートフォリオは、３つの事業セグメントから構成されております。  

①古本市場事業  

 書籍・ゲーム・映像・音楽の分野で新品とリサイクル品の買取・販売を行う店舗を運営する古本市場事業に

つきましては、現時点におきましてはキャッシュフローを生み出す当社グループの中核事業でありますが、市

場の成熟化・競合の激化が進んでいる事業でもあり、ドミナントエリアにおける継続的な新規出店やスクラッ

プ＆ビルド、既存店の活性化などにより持続的安定成長を目指しております。  

②アイ・カフェ事業  

 快適な時間と空間を時間制課金型で提供するインターネット・コミック・カフェの店舗運営を行うアイ・カ

フェ事業につきましては、インターネット・コミック・カフェ市場の急成長とともに新規参入事業者が増加し

競争環境が厳しくなっておりますが、今後も成長が続く事業分野であると認識しています。当社グループで

は、アイ・カフェ事業が設備投資先行型の事業特性であることから、古本市場事業で確立したフランチャイジ

ー展開・コミックの品揃えのノウハウ等を活用し、フランチャイジーを中心とした店舗網拡充により規模の拡

大を図りつつ、確固たる収益基盤を築き、当社グループの利益成長に貢献する事業に育成する計画でありま

す。  

③ＥＣ事業  

 古本及び新品とリサイクル品のゲーム・映像・音楽の買取・販売をインターネットを通じて行うＥＣ事業に

つきましては、古本市場店舗のない地域のお客様にも古本市場店舗と同様の商品やサービスを提供することが

できる古本市場事業を補完する事業であり、ブロードバンド環境やインターネット・第三世代携帯電話の普及

とともに成長を期待できる事業であります。古本市場事業で培ったノウハウを活かして今後の当社グループの

事業拡大を担う事業と位置づけております。  

３．ステークホルダー  

 当社グループのステークホルダーは顧客をはじめ、従業員・株主・取引先・フランチャイジー・行政・地域

社会など、経済活動をともにするすべての個人と法人であります。  

４．会社の支配に関する基本方針  

 当社グループは、現在の社会生活がグローバルな変化と無関係ではいられないことから、上記の３つの事業

セグメントを通じて経済活動をともにするすべてのステークホルダーの利益に最大限の配慮を行い、テイツー

の七感を行動指針としてすべてのステークホルダーの「満足を創る」ことが最も重要であると考えておりま

す。このような当社グループの経営理念の実践を前提として、当社グループは、資本調達を通じてリスクをご

負担いただく株主の皆様が、原則として当社グループの主権者であると認識しており、株主主権が企業価値

（株主価値）と株主共同の利益の確保と向上に資する条件整備、すなわち株主の皆様と経営陣の情報共有に最

大限の努力を行う必要があると考えております。  
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Ⅱ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防ぐための取組

み（買収防衛策について）  

当社は、平成20年４月18日開催の取締役会において、特定の株主又は株主グループによって当社の株式の一定

規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「本施策」という。）について、以下のとおり決定し、平成

20年５月27日に開催された当社定時株主総会において、本施策の導入、平成22年５月26日の当社定時株主総会に

て本施策の更新を株主の皆様にご承認をいただきました。 

なお、本施策の導入及び更新につきましては、当社監査役４名（４名とも社外監査役）の全員から、株主総会

における株主の皆様のご承認と本施策の具体的運用が適正に行われることを条件として同意いただいておりま

す。 

第１ 本施策導入の目的について 

１．本施策の目的 

当社は、当社に対し買収提案が行われた場合に、これを受け入れるか否かの判断は、その時点における当社株

主に委ねられるべきであると考えております。また当社は、その場合に当社株主が、十分な情報と相当な検討期

間に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行えるようにすることが、企業価値及び株主共同の利益

の確保と向上のために必要であると考えております。 

このような考え方のもと、本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする

当社株券等（注1）の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権保有割合が20％以上となる当社株券

等の買付行為（取引所有価証券市場における買付、公開買付、その他具体的な買付方法の如何を問いませんが、

当社取締役会が予め同意したものを除きます。以下、係る買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行

為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合におい

て、当社グループの企業価値を確保し又は向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的とし

ております。また、大規模買付行為に関する対応策発動の是非を検討する際には、その時点における当社取締役

会が自己の保身を図るなど、恣意的判断が入る余地のない適正な手続を取り、できるだけ株主意思を反映させる

ため、株主総会等を通じて発動の是非を検討することとしております。 

ここに、特定株主グループとは、①当社株券等の保有者（注２）及びその共同保有者（注３）、又は②当社株

券等の買付等（注４）を行う者及びその特別関係者（注５）をいい、議決権保有割合とは、特定株主グループが

上記①の場合においては当該保有者の株券等保有割合（注６）をいい、特定株主グループが上記②の場合におい

ては当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合（注７）の合計をいいます。 

（注１）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。以下、同じとします。 

（注２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者

を含みます。以下、同じとします。 

（注３）金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみな

される者を含みます。以下、同じとします。 

（注４）金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるもの

を含みます。以下、同じとします。 

（注５）金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下、同じとします。 

（注６）金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいい、当該保有者の保有株券等の数（同

項に規定する保有株券等の数をいいます。 ）も計算上考慮されるものとします。 

（注７）金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます。 

  

２．当社グループの企業価値の確保・向上のための取組み 

(1) 当社グループの基本的な事業運営の考え方 

当社グループは、古本及び新品とリサイクル品のゲーム・ＣＤ・ＤＶＤの買取・販売を行う店舗を運営す

る古本市場事業、古本及び新品とリサイクル品のゲーム・ＣＤ・ＤＶＤの買取・販売をインターネットを通

じて行うＥＣ事業、快適な時間と空間を時間制課金型で提供するインターネット・コミック・カフェの店舗

運営を行うアイ・カフェ事業から構成されており、いずれの事業も「ご家族で楽しめる廉価な娯楽の提供」

を通じての「顧客価値の創造」という共通した事業コンセプトのもとに事業運営を行っております。 

古本市場事業は、主力業態の「古本市場」、取扱商品を絞り込んだ駅前小型店の「ふる１(いち)」、新刊

書籍を取扱う「ブック・スクウェア」の３業態を展開し、創業地である岡山県及び京阪神・埼玉県にドミナ

ント出店を行い、ドミナントエリア内の知名度を高め、効率的なチェーンオペレーションを実現しておりま

す。 
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古本市場事業では、書籍・ゲーム・ＣＤ・ＤＶＤという商材の複合化、新品とリサイクル品の複合化とい

う様々な複合化を図ることで、お客様の様々なご要望にお応えする店舗づくりに努めております。また、リ

サイクル品については、買取・販売に適合する品質基準の設定、市場動向や在庫状況により常に変更を求め

られる商品ごとの価格設定、あるいは品揃え・在庫確保に固有のノウハウとシステムと人材が必要とされ、

新品商品の人気アイテムについては、生産数量が限定されている場合が多く、メーカーや卸業者等の取引先

との長年にわたる信頼関係の構築が不可欠な事業であります。 

当社では、この事業に必要となる固有の要件を満たすことにより、新品に比べ相対的に低価格でリサイク

ル品を提供し、お客様に価値を認めていただいております。また、リサイクル品の取扱いは、リユース事業

と言い換えることもできます。当社事業の拡大はリユースを促進し、地球温暖化防止、ＣＯ₂排出抑制、地

球環境保全に寄与するという側面をもち、社会的価値を有するものであり、今後ますますその重要性が増す

ものと考えております。 

当社では、この複合化やリサイクルのノウハウ・システム・人材・取引先との信頼関係を基盤とした事業

展開を図ることによって、集客力・競争力を高め、お客様に価値を提供し続け、企業価値の向上を図るとと

もに地球環境保全という観点だけでなく書籍・映像・音楽・ゲームという分野で文化の一翼を担う社会的使

命を果たしてまいりたいと考えております。このことは、インターネットを通じて「古本市場」店舗と同様

の価値をお客様に提供するＥＣ事業も全く同様であります。また、快適な時間と空間を時間制課金型で提供

するインターネット・コミック・カフェの店舗運営を行うアイ・カフェ事業においても、グループ共通の経

営理念、事業コンセプトに基づき、古本市場事業で培ったコミックやゲームのノウハウの活用、取引先やフ

ランチャイジーとの一体感を醸成することで、より一層のお客様の満足を高め、企業価値の向上を図るとと

もに社会的使命を果たすことができるものと考えております。 

このように、当社グループの事業においては、顧客、株主、取引先、従業員、フランチャイジーにとどま

らず、社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮、文化の伝達など、事業を進め

るにあたり広範囲のステークホルダーの利益を最大限に配慮することも重要であると考えております。 

従いまして、当社グループの企業価値は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダーの存在に配

慮した事業展開を行ってきたひとつの帰結として、古本市場事業とこれらの関連事業との有機的な運営によ

って確保・向上されるべきものと考えております。 

(2) グループ経営理念 

当社グループは、古本市場事業、ＥＣ事業、アイ・カフェ事業から構成されており、いずれの事業におい

ても「満足を創る」をグループ共通の経営理念とし、日常生活における廉価な娯楽を提供することを通じて

「顧客価値の創造(Customer Value Creation)」を目指した事業運営を行っております。 

この「顧客価値の創造」を実現するために、 

① 変化を観る「目」をもつ 

② お客様の声を聴く「耳」をもつ 

③ 親しみと感謝の気持ちを表す「口」をもつ 

④ 自らを律し、常に向上しようとする「心」をもつ 

⑤ 常に新しい価値と独創性を創り出す「頭」をもつ 

⑥ お客様が次に何を望むのか、時代がどう変わるのかを感じる「勘」をもつ 

⑦ お客様に親身にそしてけなげに接するひたむきな「姿勢」をもつ 

から成る「テイツーの七感」を定め、当社グループの役員・従業員が事業活動のあらゆるプロセスにおいて

常に心に留め、書籍・ゲーム・映像・音楽・快適な時間と空間の提供という各分野において顧客価値・顧客

満足を創造し、文化の一翼を担うことで社会に貢献したいと考えております。 

当社グループは、上述の考え方をもとに、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、

健全な事業成長を遂げることにより、社会の発展に貢献することを目指しております。 

(3) グループ経営計画 

当社グループは、日常生活におけるエンタテインメント商品や快適な時間と空間の提供を通じて、お客様

の満足を創り、社会に貢献することを事業の目的としており、当社グループの中期経営目標として、連結Ｒ

ＯＥの向上(２０％以上)と自己資本比率の向上を定めております。また、中期経営目標を達成するため、そ

れぞれの事業において中期経営計画を次のように定めております。 

書籍・ゲーム・映像・音楽の分野で新品とリサイクル品の買取・販売を行う店舗を運営する古本市場事業

につきましては、現時点におきましてはキャッシュフローを生み出す当社グループの中核事業であります

が、市場の成熟化・競合の激化が進んでいる事業でもあり、ドミナントエリアにおける継続的な新規出店や

スクラップ＆ビルド、既存店の活性化などにより持続的安定成長を目指しております。 
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また、古本及び新品とリサイクル品のゲーム・映像・音楽の買取・販売をインターネットを通じて行うＥ

Ｃ事業につきましては、古本市場店舗のない地域のお客様にも古本市場店舗と同様の商品やサービスを提供

することができる古本市場事業を補完する事業であり、ブロードバンド環境やインターネット・携帯電話の

普及とともに成長を期待できる事業であります。古本市場事業で培ったノウハウを活かして今後の当社グル

ープの事業拡大を担う事業と位置づけております。 

快適な時間と空間を時間制課金型で提供するインターネット・コミック・カフェの店舗運営を行うアイ・

カフェ事業につきましては、インターネット・コミック・カフェ市場の急成長とともに新規参入事業者が増

加し競争環境が厳しくなっておりますが、今後も成長が続く事業分野であると認識しております。当社グル

ープでは、アイ・カフェ事業が設備投資先行型の事業特性であることから、古本市場事業で確立したフラン

チャイジー展開・コミックの品揃えのノウハウ等を活用し、フランチャイジーを中心とした店舗拡大により

規模の拡大を図りつつ、確固たる収益基盤を築き、当社グループの利益成長に貢献する事業に育成する計画

であります。 

このような中期経営計画を着実に遂行することにより、「顧客価値を創造」し、企業価値の向上を図り、

株主・顧客・従業員・取引先・フランチャイジー・地域社会の皆様の「満足を創る」ことができるものと確

信しております。 

(4) 利益還元の考え方 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけ、企業価値の向上に努めてお

ります。利益還元につきましては、将来の事業展開に備えた内部留保の充実を勘案し、連結配当性向25%以上

を目処として、連結業績に応じた配当を安定的に実施することを基本方針としております。また、キャッシ

ュフローの状況に応じて、自己株式の取得など機動的な株主還元策を併せて講じることにより、総合的な株

主還元性向を高めていきたいと考えております。 

３．本施策の必要性 

大規模買付者の行う大規模買付行為であっても、株主の皆様がこれを受け入れて大規模買付行為に応じるか

否かの判断は、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものであります。大規模買付行為は、それが成就

すれば当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配権を取得するものであり、当社グループ

の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。 

にもかかわらず、実際には、大規模買付者に関する十分な情報の提供なくしては、株主の皆様が、当該大規

模買付行為により当社グループの企業価値に及ぼす影響を適切に判断することは困難であります。とりわけ、

上述した当社グループの企業価値に関わる特殊事情をも考慮すると、当社は、大規模買付者をして株主の皆様

の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グルー

プの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によ

っては、当社取締役会が大規模買付行為又は当社グループの経営方針等に関して大規模買付者と交渉又は協議

を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示することが、当社の取締

役としての責務であると考えております。 

さらに、近時の日本の資本市場と法制度のもとにおいては、当社グループの企業価値又は株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされる可能性も、決して否定できない状況にありま

す。係る状況のもとにおいては、当社は、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価とい

ったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵害を防止す

るため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、また当社の取締役としての責務であると考

えております。 

そこで、当社は、係る見解を具体化する施策として、大規模買付者が従うべき一定の情報提供等に関するル

ール（以下「大規模買付ルール」といいます。）、並びに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場

合又は大規模買付行為によって当社グループの企業価値が毀損される場合に当社がとりうる対抗措置（以下

「大規模買付対抗措置」といいます。）について、その要件及び内容を予め設定するに至ったものでありま

す。なお、大規模買付対抗措置の発動を検討する際には、取締役会による恣意的な判断を避け、会社と株主の

皆様との間で十分にコミュニケーションを図ることが重要であるとの認識のもと、株主意思の反映にも最大限

配慮しております。 

なお、本施策は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」や、㈱大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範

に関する規則」第10条における遵守事項を充足している等、株主の皆様のために合理的に機能するような設計

がなされております。 
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第２ 本施策の内容について 

１．本施策の概要 

本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール（後記２.）と、大規模買付行為に対して当社がとりう

る大規模買付対抗措置（後記３.）から構成されております。 

本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会による判

断のための情報提供（後記２.(1)）と、当社取締役会による検討・評価の期間の付与（後記２.(2)）を要請し

ております。 

本施策においては、次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令及び当社定款

によって認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として（後記３.(1)）、その発動の要件

を、①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合又は②株主意思確認手続において大規模買付対抗措

置の発動につき賛同が得られた場合に限定することといたしました（後記３.(2)(3)）。 

２．大規模買付ルール 

(1) 取締役会に対する情報提供 

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の判断及び当社取締

役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本情報」といいます。）を書面で提供していた

だきます。これは、当該大規模買付行為に関し、株主が適切な判断を行い、かつ当社取締役会が適切な検

討・評価を行うことを目的としております。 

本情報の具体的な内容は大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛

に、大規模買付者の名称、住所又は本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場

合）及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いた

だくこととし、当社代表取締役は、係る意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いた

だく本情報のリストを当該大規模買付者に対して交付します。本情報の一般的項目は以下のとおりでありま

す。 

①大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の概要（沿革、役員構成、主要業務、

主要株主、グループ組織図、直近３ヵ年の有価証券報告書又はこれに相当する書面、連結財務諸表を含

む。） 

②大規模買付行為の目的及び具体的内容 

③大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の株券等保有割合及び保有株券等の数 

④大規模買付行為における当社株券等の取得価額の算定根拠、取得資金の裏付け、並びに資金調達の具体的

内容及び条件 

⑤大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）が当社グループの経営権を取得した場

合における、経営方針、経営計画、事業計画、財務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後3年間の経

営・財務諸表の目標数値及び算出根拠、並びに役員候補者及びその略歴 

⑥大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）と当社グループの主要取引先との間の

従前の取引関係及び競合関係 

⑦大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社グループの役割 

⑧当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グループの利害関係者との関係につい

て、大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨現金以外の対価をもって大量買付行為を行う場合における対価の価額に関する情報 

⑩大規模買付者が提供する本情報を記載した書面の記載内容が重要な点において真実かつ正確であり、重要

な事実につき誤解を生ぜしめる記載又は記載の欠落を含まない旨の、責任者による宣誓 

  大規模買付者が提出した本情報が不十分であると認められる場合は、当社取締役会が、大規模買付者に対

し、追加的に情報提供を求めることがあります。また、大規模買付者が提出した本情報は、株主の皆様の判

断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で、その全部又は一部を開示

いたします。 

(2) 取締役会における検討及び評価 

次に、大規模買付者には、意向表明書による当社取締役会に対する本情報の提供を完了した日から本項に

定める一定期間（以下「評価期間」といいます。）が経過するまでは、大規模買付行為を行わないこととし

ていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、本情報の検討及び評価、大規模買付者

との交渉及び協議、大規模買付行為に関する意見形成、株主の皆様に対する代替的提案の作成及び提示等を

行う機会を与えていただくためであります。 
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評価期間は、原則として、90日といたします。（以下「当初評価期間」といいます。）ただし、当社取締

役会が、当初評価期間の満了までに、大規模買付対抗措置を発動するか否かにつき、株主意思確認手続に付

する旨を決定し、これを大規模買付者に通知した場合は、評価期間は、当該株主意思確認手続の終了する日

まで延期されるものといたします。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家の助言を受けながら、提供された本情報の検討及び評

価を行い、当該大規模買付行為又は当該大規模買付者の提案に係る経営方針等についての当社取締役会とし

ての意見を慎重に取り纏めます。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改

善について交渉及び協議を行い、当社取締役会として、株主の皆様に対し、当社グループの経営方針等につ

いての代替的提案を提示することもあります。 

３．大規模買付対抗措置 

(1) 大規模買付対抗措置の内容 

大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、後記(2)に

述べる一定の大規模買付対抗措置の発動の要件を満たす場合は、当社取締役会は、新株予約権の発行、会社法

その他の法令及び当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置を決議することができるものといた

します。 

具体的な大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当の方法によって新株予約権を発行する場合

の募集事項の概要は、別紙に定めるとおりといたします。この新株予約権には、当該大規模買付行為に係る特

定株主グループに属さないことなどの行使条件を付する場合があります。なお、機動的に新株予約権の発行が

できるよう、新株予約権の発行登録書を提出する場合があります。 

(2) 大規模買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定める要件

を具備する場合に限るものといたします。 

①大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ルールに定める十分な情報提

供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が取締役会の評価期間が経過する前に大規模

買付行為を行った場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合は、当社取締役会

は、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものといたします。 

②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、取締役会が後記(3)②の株主意思確認手続に

付することが相当であると判断し、当該手続において、大規模買付対抗措置の発動につき賛同が得られたと

きは、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものといたします。 

(3) 大規模買付対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判断の客観

性及び合理性を担保するため、次の各号に定める手続を経るものといたします。 

①監査役の賛同 

当社取締役会は、前記(2)の①の要件に該当するとの判断、及び後記②の株主意思確認手続に付するとの判

断、並びに最終的な具体的な大規模買付対抗措置の発動の決議にあたっては、必要に応じて外部専門家の助

言も受けつつ、当社社外監査役を含む監査役全員の賛同を得るものといたします。 

②株主意思確認手続 

当社取締役会が、前記(2)①の要件に該当しないにもかかわらず、大規模買付対抗措置の発動を決議するに

あたっては、本項に定める大規模買付対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認する手続（以下「株主

意思確認手続」といいます。）において、総株主の投票権の３分の１以上を有する株主が投票を行い、その投

票権の過半数の賛同を得るものといたします。 

当社取締役会は、大規模買付者が意向表明書による当社取締役会に対する情報提供を完了した後、株主意思

確認手続に付する可能性があると判断するときは、予め、株主意思確認手続において投票権を行使しうる株主

を確定するための基準日（以下「株主投票基準日」といいます。）として、当初評価期間の満了後であって株

主確定に係る実務に照らして定めることのできる最も早い日を定めます。株主投票基準日は、その２週間前ま

でに公告するものといたします。 

当社取締役会は、当初評価期間の満了までに、大規模買付対抗措置の発動につき、株主意思確認手続に付す

るか否か及び株主意思確認手続に付する場合の方法を決定し、大規模買付者に通知するものといたします。 

株主意思確認手続は、株主の皆様の書面による投票（以下「書面投票」といいます。）又は株主意思確認手

続のために開催される総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）における投票により行います。株主意

思確認手続において投票権を行使することのできる株主は、株主投票基準日の最終の株主名簿に記録された株

主とし、各株主は、株式に係る議決権１個につき１個の投票権を有するものといたします。 
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書面投票による場合は、当社は、書面投票日の３週間前までに、株主投票基準日現在の株主に対し、投票す

べき議案、投票日（以下「書面投票日」といいます。）、書面投票日までに投票用紙が当社に到達すべき旨そ

の他当社取締役会が定める事項を記載又は添付した投票用紙を、発送するものといたします。 

株主意思確認総会における投票による場合は、株主意思確認総会の招集手続及び投票権の行使の方法は、法

令及び当社定款に基づく株主総会の招集手続及びこれらにおける議決権行使方法に準じるものといたします。

なお、株主意思確認手続中であっても、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合は、当社取締役

会は、いつでも株主意思確認手続を中止し、前記(3)①の手続に従って適切な大規模買付対抗措置を発動する

ことができます。 

４．本施策の有効期間並びに廃止及び変更 

本施策は、平成22年２月末日までの事業年度に係る定時株主総会（平成22年５月26日開催）において議案とし

て諮り、出席株主の皆様の過半数の賛成を得ております。また、有効期間は平成24年５月に開催予定の当社定時

株主総会終結の時までといたします。 

そして、本施策の有効期間満了前であっても、企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上の観点から、関係

法令の整備等の状況を踏まえ、本施策を随時見直し、臨時株主総会において本施策を廃止する旨の決議が行われ

た場合、又は取締役会において本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止されるものといた

します。 

第３ 本施策の合理性について 

１．企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的 

前記第１に述べたとおり、本施策は、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断

を可能ならしめ、かつ当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模

買付者が従うべき大規模買付ルール、並びに当社が発動しうる大規模買付対抗措置の要件及び内容を予め設定す

るものであり、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的とするものです。 

また、前記第２に述べた大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、当社グル

ープの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上という目的に照らして合理的であり、当社グループの企業価

値及び株主共同の利益の確保及び向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考え

ます。 

２．事前開示 

本施策における大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、いずれも前記第２

において具体的かつ明確に示したところであり、株主の皆様、投資家及び大規模買付者にとって十分な予見可能

性を与えるものであると考えます。 

３．株主の皆様の意思の反映 

(1) 前記第２の４.に述べたとおり、本施策は、平成22年５月26日開催の定時株主総会に議案として提出し、出席

株主の過半数の賛成を得ております。また、その有効期間は、平成24年開催予定の定時株主総会終結の時まで

とされております。そして、有効期間満了前であっても、臨時株主総会の決議又は株主総会で選任された取締

役で構成される当社取締役会の決議によって、廃止又は変更することができます。 

したがって、本施策の継続、廃止又は変更の是非の判断には、株主総会における株主の皆様の意思が反映さ

れるものと考えます。 

(2) また、前記第２の３.のとおり、本施策においては、前記第２の３.(2)①のような客観的な要件によらずに大

規模買付対抗措置を発動する場合には、株主意思を最大限反映させるため、株主総会の手続に準じた株主意思

確認手続において株主の皆様の賛同を得るものといたしております。 

したがって、本施策における大規模買付対抗措置の発動の是非の判断には、必要に応じて株主の皆様の意思

が適切に反映されるものと考えます。 

４. 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

本施策においては、前記第２の３.(2)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な

要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に

排除しております。 

また、本施策においては、前記第２の３.(3)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の手続を定め、当社取締役

会の恣意的な判断を排除しております。 

したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたり、その判断の

客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。 
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５. デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記第２の４.の「本施策の有効期間並びに廃止及び変更」に記載したとおり、本施策は、株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会により廃止することができますので、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の期

差任期制を採用していないため、本施策はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこ

とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

第４ 本施策が株主の皆様及び投資家に及ぼす影響について 

１．大規模買付ルールが株主の皆様及び投資家に及ぼす影響 

大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルールを定めたものにとどま

り、当該ルールの導入時点で新株予約権その他の株券等を発行するものではないので、当該時点において株主の

皆様及び投資家の権利利益に影響を及ぼすものではありません。 

大規模買付ルールは、当社の株主の皆様をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為について適切な

判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の株主共同の利益に資するものと考えます。 

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当社の対応が異な

る可能性がありますので、株主の皆様及び投資家におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

２．大規模買付対抗措置の発動が株主の皆様及び投資家に及ぼす影響 

大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主グループの株主には、その法的

権利又は経済的利益に損失を生ぜしめる可能性がありますが、それ以外の株主の皆様の法的権利又は経済的利益

には格別の損失を生ぜしめることは想定しておりません。当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議した

場合は、法令及び証券取引所規則に従って、適時に適切な開示を行います。 

大規模買付対抗措置として株主に対する無償割当の方法によって新株予約権の発行がなされる場合は、当社取

締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その所有株式数に応じ

て新株予約権が割当てられますので、名義書換未了の株主様には、当該基準日までに名義書換を完了していただ

く必要があります。また、新株予約権の行使に際しては、株主の皆様には、新株を取得するために、所定の期間

内に一定の金額の払込みを行っていただく必要があり、係る手続を行わない場合は、当該株主様の議決権保有割

合が希釈化することになります。ただし、当社が新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付すること

ができるとの取得条項が定められた場合において、当社が取得の手続を取ったときは、取得の対象となる新株予

約権を保有する株主の皆様は、金銭を払込むことなく当社株式を受領することになります（なお、この場合、係

る株主の皆様には、別途、当該大規模買付行為に係る特定株主グループに属する者でないこと等を誓約する当社

所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。）。 
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別紙 

新株予約権の募集事項の概要 

１．新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件 

当社取締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（ただ

し、当社の保有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。 

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は１株

とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

３．割当てる新株予約権の総数 

割当てる新株予約権の総数は、1,400,000個を上限として、取締役会が定める数とする。当社取締役会は、割当

てる新株予約権の総数がこの上限を超えない範囲で、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 

４．新株予約権の払込金額 

無償とする。 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１円以上で当社取締役会が定める額とする。 

６．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする。 

７．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとす

る。 

８．新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと（ただし、本施策の当初導入時に

既に議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者による行使は当社取締役会決議により認めることがで

きる。）等を行使条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

９．新株予約権証券 

新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

  

  

(5）研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画  

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間において計画中であった、古本市場事業の店舗新設

計画につきまして、投資の効率化を進めた結果、当初の予算金額を５億６千３百万円から３億９千３百万円に変更

いたしました。  

  

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づく新株予約権を含む）により発行された株式数は含まれておりません。 

     

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  2,000,000

計  2,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年11月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年１月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  551,400  551,400

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

(スタンダード) 

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。 

計  551,400  551,400 － － 
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平成19年５月28日定時株主総会決議 

 （注）１．取締役７名、監査役３名及び従業員99名に付与しております。 

       ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。 

３．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、会社が時価を下回る価額で新株を発行（新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行す

るときを除く）するとき、もしくは自己株式の処分をする場合又は時価を下回る価額をもって会社普通株式

を取得することができる新株予約権又は新株予約権が付された証券を発行するとき、次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり

の払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み

替えるものとする。  

その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年11月30日） 

新株予約権の数（個） （注）１ 9,100

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２  9,100

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３  9,050

新株予約権の行使期間 
自 平成21年６月１日 

至 平成23年５月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注）３ 

発行価格   

資本組入額   

9,050

4,525

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認が必要となります。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率

  

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行増加株式数 
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４．新株予約権の行使の条件 

① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、監査役、従業員の地

位を保有していることを要する。 

② 新株予約権の相続は認めない。 

③ 対象者に法令、定款もしくは社内規律に違反する重大な行為があった場合又は対象者が当社と競業関係

にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の

発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、新株予

約権を行使することができないものとする。 

④ 対象者は、割当を受けた新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。 

⑤ 当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当に関する契約において、年間（１月１日

から12月31日までの期間をいう。）における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合

計額の上限（「年間発行価額の上限」という。）を定めることができ、対象者はかかる年間発行価額の

上限を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。 

⑥ その他の条件については、平成19年５月28日開催の第17期定時株主総会及び新株予約権発行に係る取締

役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した新株予約権の割当に関する契約に定めるところに

よる。 

  

平成20年５月27日定時株主総会決議 

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年11月30日） 

新株予約権の数（個） （注）１ 9,680

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２  9,680

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３  7,898

新株予約権の行使期間 
自 平成22年６月１日 

至 平成24年５月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）（注）３ 

発行価格   

資本組入額   

7,898

3,949

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認が必要となります。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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 （注）１．取締役７名、監査役３名及び従業員114名に付与しております。 

       ２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、係る調整は当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。 

３．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、会社が時価を下回る価額で新株を発行（新株引受権の行使、新株予約権の行使により新株式を発行す

るときを除く）するとき、もしくは自己株式の処分をする場合又は時価を下回る価額をもって会社普通株式

を取得することができる新株予約権又は新株予約権が付された証券を発行するとき、次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

  上記の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株当たり

の払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み

替えるものとする。  

その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整を行う。 

４．新株予約権の行使の条件 

① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社グループ会社の取締役、監査役、従業員の地

位を保有していることを要する。 

② 新株予約権の相続は認めない。 

③ 対象者に法令、定款もしくは社内規律に違反する重大な行為があった場合又は対象者が当社と競業関係

にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の

発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、新株予

約権を行使することができないものとする。 

④ 対象者は、割当を受けた新株予約権の質入れその他の処分をすることができない。 

⑤ 当社は、当社と個別の対象者との間で締結する新株予約権割当に関する契約において、年間（１月１日

  から12月31日までの期間をいう。）における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合

計額の上限（「年間発行価額の上限」という。）を定めることができ、対象者はかかる年間発行価額の

上限を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。 

⑥ その他の条件については、平成20年５月27日開催の第18期定時株主総会及び新株予約権発行に係る取締

役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した新株予約権の割当に関する契約に定めるところに

よる。 

  

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率

  

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行増加株式数 
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 当第３四半期会計期間において、カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱及び秋山良夫氏から平成22年10月

19日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年10月12日付で㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション

及び秋山良夫氏より、同社及び同氏が保有している株式の一部77,600株を、カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ㈱に譲渡した旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所

有株式数の確認ができません。 

 なお、同社及び同氏の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成22年９月１日～ 

平成22年11月30日 
 －  551,400  －  1,165,507  －  1,119,796

（６）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
保有株券等

の数 
（株） 

株券等保有割
合 

（％） 

㈱ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション 東京都港区赤坂4-2-3  110,637  20.06

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 大阪府大阪市北区梅田2-5-25  77,601  14.07

秋山良夫 岡山市南区  1  0.00
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

   

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所、平成22年４月１日から平成22年10月11日

までは大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダー

ド)におけるものであります。  

（７）【議決権の状況】

  平成22年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  33,652 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  517,748  517,748 － 

端株 － － － 

発行済株式総数  551,400 － － 

総株主の議決権 －  517,748 － 

  平成22年11月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

㈱テイツー 
岡山市北区今村650

番111 
 33,652  －  33,652  6.10

計 －  33,652  －  33,652  6.10

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円）  6,350  6,990  6,410  6,320  6,130  6,020  5,940  5,870  6,040

最低（円）  5,900  6,010  5,950  6,030  5,910  5,830  5,610  5,550  5,540
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、以下のとおりであります。 

  

 役職の異動  

３【役員の状況】

 新役名 新職名  旧役名  旧職名  氏名  異動年月日  

常務取締役 
ＣＦＯ兼経理財務部

長、経理財務部管掌 
常務取締役 

ＣＦＯ兼経営企画部

長兼経理財務部長、

経営企画部・経理財

務部・情報企画部管

掌 

片山 靖浩 平成22年12月１日

取締役 

アイ・カフェ本部長

兼経営企画部長、経

営企画部・情報企画

部・人事総務部管掌 

取締役 
アイ・カフェ本部

長、人事総務部管掌 
関本 慎治 平成22年12月１日

取締役 

営業本部副本部長兼

店舗運営部長兼販売

促進部長、事業開発

部管掌 

取締役 

営業本部副本部長兼

店舗運営部長兼販売

促進部長、店舗開発

部管掌 

寺田 勝宏 平成22年12月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平

成22年11月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から

平成21年11月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツによる四半期レビューを受けております。  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,011,001 1,099,745

売掛金 501,900 345,930

商品 5,016,841 3,660,633

その他 729,325 674,973

貸倒引当金 △631 △478

流動資産合計 7,258,437 5,780,805

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,136,355 1,191,759

その他（純額） 936,397 1,030,581

有形固定資産合計 ※  2,072,752 ※  2,222,340

無形固定資産 316,049 340,296

投資その他の資産   

差入保証金 1,604,838 1,551,864

その他 1,368,480 1,453,891

貸倒引当金 △2,014 △13,929

投資その他の資産合計 2,971,305 2,991,827

固定資産合計 5,360,107 5,554,464

資産合計 12,618,545 11,335,269

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,491,808 995,379

短期借入金 500,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 812,353 867,832

未払法人税等 71,281 115,677

賞与引当金 － 112,363

ポイント引当金 267,378 277,855

その他 823,064 997,097

流動負債合計 4,965,885 3,966,206

固定負債   

長期借入金 1,500,095 1,189,533

退職給付引当金 219,731 196,803

役員退職慰労引当金 163,065 145,092

その他 433,198 518,739

固定負債合計 2,316,089 2,050,169

負債合計 7,281,975 6,016,375
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,165,507 1,165,507

資本剰余金 1,119,796 1,119,796

利益剰余金 3,188,334 3,169,049

自己株式 △249,199 △244,662

株主資本合計 5,224,439 5,209,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,134 △798

為替換算調整勘定 843 843

評価・換算差額等合計 △3,291 44

新株予約権 28,714 27,654

少数株主持分 86,706 81,505

純資産合計 5,336,569 5,318,894

負債純資産合計 12,618,545 11,335,269
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 28,343,280 27,144,039

売上原価 20,617,114 19,813,094

売上総利益 7,726,166 7,330,944

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 214,652 234,022

パート・アルバイト給与 859,934 903,491

従業員給料及び賞与 1,381,283 1,353,080

役員退職慰労引当金繰入額 8,463 18,476

退職給付費用 24,916 27,038

賃借料 1,501,813 1,508,122

減価償却費 412,860 408,602

その他 2,537,750 2,464,521

販売費及び一般管理費合計 6,941,673 6,917,356

営業利益 784,492 413,588

営業外収益   

受取利息 4,171 3,967

受取配当金 339 708

受取賃貸料 48,404 28,554

その他 16,618 13,077

営業外収益合計 69,534 46,307

営業外費用   

支払利息 47,803 39,295

持分法による投資損失 19,915 4,896

不動産賃貸費用 55,075 24,935

その他 120 21

営業外費用合計 122,914 69,148

経常利益 731,113 390,748

特別利益   

貸倒引当金戻入額 276 11,762

固定資産売却益 304 11

投資有価証券売却益 59 －

役員退職慰労引当金戻入額 9,932 －

新株予約権戻入益 128 64

保険解約返戻金 6,352 －

受取補償金 11,203 －

特別利益合計 28,258 11,837

特別損失   

固定資産除却損 7,322 10,783

減損損失 64,295 －

リース債務解約損 602 －

店舗閉鎖損失 70,262 3,431

特別損失合計 142,483 14,215

税金等調整前四半期純利益 616,887 388,370

法人税等 290,547 198,080

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,321 5,201

四半期純利益 330,661 185,087
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 9,295,735 9,047,922

売上原価 6,869,854 6,669,549

売上総利益 2,425,881 2,378,373

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 319 261

広告宣伝費 59,686 59,170

パート・アルバイト給与 284,006 302,419

従業員給料及び賞与 452,120 445,413

役員退職慰労引当金繰入額 2,855 7,502

退職給付費用 9,403 9,012

賃借料 491,973 510,303

減価償却費 142,088 138,664

その他 855,506 822,095

販売費及び一般管理費合計 2,297,961 2,294,844

営業利益 127,919 83,529

営業外収益   

受取利息 1,396 1,287

受取配当金 － 300

受取賃貸料 11,574 8,230

その他 3,987 4,645

営業外収益合計 16,958 14,462

営業外費用   

支払利息 15,052 12,954

持分法による投資損失 2,394 －

不動産賃貸費用 11,640 7,624

営業外費用合計 29,087 20,578

経常利益 115,790 77,413

特別利益   

新株予約権戻入益 64 －

保険解約返戻金 1,344 －

特別利益合計 1,408 －

特別損失   

固定資産除却損 304 5,413

リース債務解約損 205 －

特別損失合計 510 5,413

税金等調整前四半期純利益 116,688 72,000

法人税等 32,406 41,465

少数株主利益 7,577 3,751

四半期純利益 76,705 26,783
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 616,887 388,370

減価償却費 495,436 456,104

減損損失 64,295 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） △12,500 △10,477

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,641 △112,363

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,864 22,927

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,402 17,972

貸倒引当金の増減額（△は減少） △493 △11,762

受取利息及び受取配当金 △4,511 △4,675

支払利息 47,803 39,295

持分法による投資損益（△は益） 19,915 4,896

長期貸付金の家賃相殺額 51,824 46,271

固定資産売却損益（△は益） △304 △11

固定資産除却損 7,322 10,783

売上債権の増減額（△は増加） △70,492 △155,969

たな卸資産の増減額（△は増加） △713,222 △1,347,843

その他の流動資産の増減額（△は増加） △142,975 △63,875

仕入債務の増減額（△は減少） 184,251 1,496,428

その他の流動負債の増減額（△は減少） △172,726 △92,167

その他 42,164 △6,071

小計 300,495 677,834

利息及び配当金の受取額 716 929

利息の支払額 △51,883 △41,963

法人税等の支払額 △228,697 △242,383

法人税等の還付額 33,394 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,026 394,416

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △72 △38

有形固定資産の取得による支出 △155,514 △144,476

有形固定資産の売却による収入 304 18,500

無形固定資産の取得による支出 △137,815 △150,990

差入保証金の差入による支出 △50,935 △42,389

差入保証金の回収による収入 95,040 29,122

長期貸付けによる支出 － △10,412

その他 14,156 804

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,836 △299,880
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 760,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △801,704 △744,917

自己株式の取得による支出 － △4,558

配当金の支払額 △127,389 △162,076

リース債務の返済による支出 △150,815 △171,766

その他 △17 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,926 △183,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △500,736 △88,782

現金及び現金同等物の期首残高 1,308,023 1,016,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  807,287 ※  927,498
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、当該見積実効税率を用いて税金費用

を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。 

法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年11月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年２月28日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。  

2,998,464 ※ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。 

2,779,150
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至

平成22年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項  

   

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

  
（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの 
該当事項はありません。 
  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成21年11月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成22年11月30日現在）

現金及び預金勘定 千円890,685

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △83,398

現金及び現金同等物  807,287

現金及び預金勘定 千円1,011,001

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △83,503

現金及び現金同等物  927,498

（株主資本等関係）

普通株式  551,400株  

普通株式 33,652株  

ストック・オプションとしての新株予約権 
新株予約権の四半期連結会計期間末残高 提出会社 28,714千円

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月26日 

定時株主総会 
普通株式  88,140  170 平成22年２月28日 平成22年５月27日   利益剰余金 

平成22年10月12日 

取締役会 
普通株式  77,662  150 平成22年８月31日 平成22年11月８日   利益剰余金 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

   

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

   

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
古本市場事業 
（千円） 

アイ・カフェ事業

（千円） 
ＥＣ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                          

(1)外部顧客に対する売上

高 
 8,567,520  629,444  98,770  9,295,735  －  9,295,735

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 970  9,151  12,825  22,947  △22,947  －

計  8,568,490  638,596  111,595  9,318,682  △22,947  9,295,735

営業利益（△は営業損失）  384,408  △5,194  △15,441  363,772  △235,852  127,919

  
古本市場事業 
（千円） 

アイ・カフェ事業

（千円） 
ＥＣ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                          

(1)外部顧客に対する売上

高 
 8,271,599  641,337  134,985  9,047,922  －  9,047,922

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 249  －  13,163  13,412  △13,412  －

計  8,271,848  641,337  148,149  9,061,335  △13,412  9,047,922

営業利益（△は営業損失）  314,703  1,196  11,898  327,798  △244,269  83,529

- 31- 



前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、販売形態の種類を勘案して区分しております。 

２．各事業の内容 

(1)古本市場事業…………店頭でのリサイクル品の買取・販売及び新品の販売、その他雑貨の販売及びリサイ

クル品の卸売り 

(2)アイ・カフェ事業……飲食店・喫茶店の経営及びインターネットを利用した情報提供サービス並びにイ 

            ンターネット施設向けシステム販売及び加盟店運営サポート 

(3)ＥＣ事業………………インターネットによるリサイクル品の買取・販売及び新品の販売 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。これによる事業の種類別セグメント情報に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2)に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第 

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し 

ております。これによる事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間(自 

平成22年９月１日 至 平成22年11月30日)並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年

11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

  
古本市場事業 
（千円） 

アイ・カフェ事業

（千円） 
ＥＣ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                     

(1)外部顧客に対する売上

高 
 25,999,647  2,035,354  308,279  28,343,280  －  28,343,280

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,729  10,284  37,996  52,010  △52,010  －

計  26,003,377  2,045,638  346,275  28,395,290  △52,010  28,343,280

営業利益（△は営業損失）  1,490,648  30,328  △29,068  1,491,908  △707,415  784,492

  
古本市場事業 
（千円） 

アイ・カフェ事業

（千円） 
ＥＣ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                     

(1)外部顧客に対する売上

高 
 24,833,941  1,955,650  354,446  27,144,039  －  27,144,039

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,010  9,745  33,013  44,769  △44,769  －

計  24,835,952  1,965,396  387,459  27,188,809  △44,769  27,144,039

営業利益（△は営業損失）  1,088,282  55,689  22,585  1,166,556  △752,967  413,588

【所在地別セグメント情報】
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  前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間(自 

平成22年９月１日 至 平成22年11月30日)並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年

11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日）において、海外売

上高がないため該当事項はありません。 

  

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

  

  当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。  

  

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）
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当第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

該当事項はありません。  

  

１．１株当たり純資産額 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年11月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 10,084.34円 １株当たり純資産額 10,048.21円

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成22年11月30日） 
前連結会計年度末

（平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（千円）  5,336,569  5,318,894

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 115,421  109,159

（うち新株予約権） ( ) 28,714 ( ) 27,654

（うち少数株主持分） ( ) 86,706 ( ) 81,505

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額 

（千円） 
 5,221,148  5,209,735

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期

末（期末）の普通株式の数（株） 
 517,748  518,474

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 650.89円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 357.48円

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年３月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

四半期純利益（千円）    330,661    185,087

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）    330,661    185,087

期中平均株式数（株）  508,017  517,760

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要 

－ － 

- 34- 



 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。  

   

  

平成22年10月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………77,662千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………150円 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年11月8日 

 （注）平成22年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 147.36円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 51.73円

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

四半期純利益（千円）    76,705    26,783

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）    76,705    26,783

期中平均株式数（株）  520,541  517,748

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要 

－ － 

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

 

      

    平成22年１月８日 

株式会社テイツー 

  取締役会 御中   

  

  

  

  

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 笹井 和廣  印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 中桐 光康  印 

          

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テイツ

ーの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成

21年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テイツー及び連結子会社の平成21年11月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

 

      

    平成23年１月11日 

株式会社テイツー 

  取締役会 御中   

  

  

  

  

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 笹井 和廣  印 

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 中桐 光康  印 

          

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テイツ

ーの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成

22年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テイツー及び連結子会社の平成22年11月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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